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令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ８ 日 付 けで提 出 されました「 ２ ０ ２ ２ 年 度 賃 金 労 働 条 件 確 定 要

求 書 」 について、下 記 のとおり回 答 します。 
 

記  

 

要 求 事 項 回   答 

１ ． 労 使 関 係 について 

⑴ 勤 務 労 働 条 件 の変 更 に関 しては、十 分

な労 使 交 渉 ・ 協 議 と合 意 に基 づき行 なう

こと。 

 

⑵ 政 策 の決 定 や変 更 にあたって、既 に労

使 合 意 している事 項 や勤 務 労 働 条 件 に

影 響 を与 える恐 れがある場 合 は、事 前 に

労 使 協 議 を行 うこと。 

 

１ ．  

⑴ 地 方 公 務 員 法 の主 旨 を踏 まえた上 で、十

分 な労 使 交 渉 を行 っていく。 

 

 

⑵ 労 使 合 意 の内 容 や勤 務 労 働 条 件 に影 響

を与 える変 更 については、労 使 協 議 を行 っ

ていく。 

 

 

２ ．  ２ ０ ２ ２ 年 度 賃 金 改 定 について 

⑴ 組 合 員 の生 活 を維 持 ・ 改 善 する観 点 か

ら、給 与 及 び一 時 金 支 給 割 合 の改 善 を

はかること。 

 

 

⑵ 地 域 手 当 について、特 別 区 を含 めた近

隣 自 治 体 と の 均 衡 を 図 り 、 改 善 す る こ

と。 

 

 

 

⑶ 通 勤 手 当 について、実 態 と利 便 性 を考

慮 した経 路 での額 を認 めること。 

２ ．  

⑴ 令 和 ４ 年 人 事 院 勧 告 を踏 まえ、月 例 給 に

ついては勧 告 どおり改 定 する。令 和 ４ 年 度

の期 末 ・ 勤 勉 手 当 については条 例 どおりと

する。 

 

⑵ 地 域 手 当 については、近 隣 市 等 との均 衡

を図 るため、平 成 31 年 4 月 から支 給 割 合

を 12 ％ に 引 き 上 げ 改 善 し た と こ ろ で あ

る。なお、今 後 については国 の動 向 を注 視

しながら慎 重 に検 討 していく。 

 

⑶ 通 勤 手 当 は、規 則 に基 づき、運 賃 、時 間 、

距 離 等 の実 情 により最 も経 済 的 かつ合 理

的 と認 められる通 常 の通 勤 の経 路 及 び方

法 により算 出 した運 賃 相 当 額 で認 定 して

いる。 

 

３ ． 新 型 コロナウイルス感 染 症 対 策 につい

て 

⑴ 勤 務 労 働 条 件 の変 更 を伴 う感 染 防 止

対 策 や、職 員 の応 援 ・ 派 遣 を行 う場 合 に

は、組 合 と事 前 に協 議 し、合 意 のうえで

十 分 な周 知 期 間 を設 けてから実 施 するこ

と。 

 

⑵  市 民 と直 に接 する窓 口 職 場 や現 場 職

員 に対 しては、特 に細 心 の感 染 予 防 対 策

を講 じること。 

 

⑶ 新 型 コロナワクチン接 種 に伴 う特 別 休

暇 については、制 度 を維 持 すること。 

 

 

３ ．  

⑴ 勤 務 労 働 条 件 に影 響 を与 える変 更 につ

いては、労 使 協 議 を行 っていく。 

 

 

 

 

⑵ 市 民 と直 に接 する職 場 に対 しては、職 員

及 び市 民 の双 方 の感 染 防 止 対 策 を講 じて

おり、引 き続 き周 知 及 び注 意 喚 起 をして

いく。 

 

⑶ 新 型 コロナワクチン接 種 に伴 う特 別 休 暇

については、国 家 公 務 員 の取 扱 いに準 じ

て実 施 していく。 
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要 求 事 項 回   答 

４ ． 定 年 の引 き上 げについて 

⑴ 令 和 ５ 年 度 の導 入 に伴 い、対 象 者 に事

前 に制 度 の説 明 を行 うこと。 

 

 

 

 

 

 

⑵ 暫 定 再 任 用 制 度 を希 望 する職 員 に対 し

ては、確 実 に職 場 を確 保 すること。 

 

⑶ 暫 定 再 任 用 職 員 の生 活 の維 持 ・ 向 上 の

ため、給 与 の改 善 をはかること。 

４ ．  

⑴ 令 和 ４ 年 ９ 月 に全 職 員 向 けにメールで制

度 の周 知 を行 ったほか、同 年 １ ０ 月 に法 令

上 の情 報 提 供 対 象 者 である学 齢 ５ ９ 歳 の

職 員 に対 し説 明 会 を開 催 し、具 体 的 な制

度 の説 明 を行 った。 

令 和 ５ 年 度 以 降 も引 き続 き、学 齢 ５ ９ 歳

の職 員 に対 し、情 報 提 供 等 を行 っていく。 

 

⑵ 原 則 として健 康 で勤 務 成 績 が良 好 な希

望 者 は全 員 任 用 していく。 

 

⑶ 暫 定 再 任 用 制 度 は、定 年 引 上 げに伴 う

現 行 の再 任 用 制 度 の経 過 措 置 として導 入

されたものであるため、現 行 の再 任 用 職 員

の給 与 水 準 と同 様 、国 や近 隣 市 の動 向 を

踏 まえ、協 議 していく。 

 

５ ． 民 間 委 託 について 

⑴ 民 間 委 託 については、これまでの労 使

合 意 を踏 まえ、労 使 ルールを適 切 に遵 守

す る こ と 。ま た 、民 営 化 の提 案 に 際 し て

は、安 易 な経 費 削 減 や人 員 削 減 を追 求

するのではなく、市 民 サービスの低 下 に

つながらないよう公 共 サービスの必 要 性

を十 分 精 査 したうえで提 案 を行 うこと。 

 

⑵ 民 間 委 託 、民 営 化 にあたっては受 託 者

等 に対 し労 働 基 準 法 など法 令 遵 守 を義

務 づけること。 

 

 

５ ．  

⑴ 民 間 委 託 及 び民 営 化 の導 入 については、

本 市 の経 営 方 針 に従 って提 案 していく。ま

た、職 員 の勤 務 労 働 条 件 の変 更 を伴 う事

項 については、ルールに沿 った労 使 交 渉 を

行 っていく。 

 

 

 

⑵ 労 働 基 準 法 などの法 令 の遵 守 を徹 底 し

ていく。 

６ ． 時 間 外 労 働 について 

⑴ 管 理 職 は、業 務 内 容 を把 握 するととも

に、職 員 の勤 務 時 間 及 び勤 務 状 況 を正

確 に 管 理 し 、 労 働 基 準 法 を 遵 守 す る こ

と。 

 

⑵ 時 間 外 勤 務 については、実 際 に勤 務 し

た時 間 で記 録 を行 い、サービス残 業 を絶

対 にさせないこと。 

 

⑶ 週 休 日 の振 替 制 度 を濫 用 しないこと｡

所 属 長 が事 前 に振 替 日 を指 定 せず出 勤

させた時 は、時 間 外 （ 職 員 が希 望 をした

場 合 は、代 休 での対 応 も可 ） にすること。 

 

 

 

 

 

６ ．  

⑴ 「 働 き方 ・ 休 み方 改 革 」 に基 づき、業 務 内

容 の把 握 及 び勤 務 時 間 等 の適 切 な管 理

を行 うよう徹 底 している。 

 

 

⑵  時 間 外 勤 務 命 令 については、随 時 実 態

把 握 に努 め、不 適 切 な扱 いが見 受 けられ

れば、その都 度 指 導 していく。 

 

⑶ 振 替 制 度 については、適 正 に運 用 されて

いると認 識 している。なお、週 休 日 の振 替

等 は事 後 に行 うことはできず、この場 合 の

週 休 日 等 の勤 務 は、時 間 外 勤 務 となる。 
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要 求 事 項 回   答 

⑷ 時 間 外 勤 務 の縮 減 について組 織 的 課

題 として取 り組 むこと。特 に 1 年 を通 じて

時 間 外 勤 務 が多 い職 場 (45 時 間 ／ 月 、

360 時 間 ／ 年 ) については、時 間 外 勤

務 が増 大 している原 因 を調 査 ・ 検 証 する

とともに、人 員 増 等 、何 らかの対 応 を早

急 に行 うこと。 

 

 

⑷ 長 時 間 労 働 の是 正 は、職 員 の健 康 管 理

の観 点 はもちろんのこと、経 営 的 側 面 から

も良 い影 響 を与 えるため、重 要 な課 題 で

あると認 識 しており、「 働 き方 ・ 休 み方 改

革 」 を推 進 しているところである。 

時 間 外 勤 務 の要 因 については、アンケー

ト調 査 を実 施 するなど引 き続 き調 査 及 び

検 証 を実 施 し、その縮 減 に努 めていく。 

また、特 に時 間 外 勤 務 が多 い職 場 につ

いては、業 務 改 善 なども含 めて、各 部 署 の

状 況 を確 認 した上 で、職 員 を配 置 するよう

努 めていく。 

 

７ ． 人 員 の確 保 について 

⑴ 令 和 ３ 年 度 、定 員 管 理 方 針 の改 定 が行

われたことから、適 正 な業 務 量 の把 握 だ

けでなく、年 次 休 暇 の取 得 状 況 や時 間 外

勤 務 の状 況 等 も考 慮 したうえで、各 職 場

に 見 合 った 職 員 の適 正 な配 置 を行 うこ

と。また、法 令 や国 等 が定 める有 資 格 者

数 や職 員 数 の基 準 を充 足 していない職

場 については速 やかに補 充 、増 員 を行 う

こと。 

 

⑵ 2019 年 度 確 定 要 求 の回 答 で、「 正 規

職 員 の採 用 は一 定 の時 間 を要 する」 との

ことから、年 度 途 中 に欠 員 が生 じた場 合

は、迅 速 に代 替 職 員 として会 計 年 度 任 用

職 員 を採 用 し、一 定 の時 間 後 に正 規 職

員 を採 用 すること。 

 

⑶ 新 たに事 業 を開 始 、拡 大 する場 合 は必

要 に見 合 った職 員 を配 置 すること。 

７ ．  

⑴ 令 和 ３ 年 度 に改 定 した定 員 管 理 方 針 に

基 づき、適 正 な職 員 数 の維 持 と職 員 配 置

を行 っていく。 

また、法 令 や国 等 が定 める有 資 格 者 や

職 員 数 については、各 部 ・ 各 課 へのヒアリ

ング結 果 も参 考 に職 員 を配 置 するよう努

めていく。 

 

 

 

⑵  年 度 途 中 に欠 員 が生 じた場 合 は、会 計

年 度 任 用 職 員 を採 用 するなど、柔 軟 かつ

迅 速 に対 応 している。 

な お 、 育 児 休 業 の 欠 員 に 対 し て は 、 原

則 、任 期 付 職 員 を 代 替 と し て 補 充 し て い

る。 

 

⑶  各 部 、 各 課 へ の ヒ ア リ ン グ 結 果 を 参 考

に 、適 正 な 職 員 配 置 と な るよ う努 め て い

く。 

８ ． 労 働 安 全 衛 生 について 

⑴ 各 職 場 の安 全 衛 生 委 員 会 を必 ず月 1

回 開 催 し、不 適 切 な環 境 があれば速 やか

に改 善 できるよう、必 要 な予 算 措 置 を行

うこと。 

 

⑵ 職 員 が健 康 でいられるよう、有 給 休 暇

取 得 率 の向 上 を目 指 し、夏 休 の完 全 取

得 ができるよう職 場 環 境 の改 善 に努 める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

８ ．  

⑴ 安 全 衛 生 委 員 会 は、事 業 場 ごとに月 1

回 開 催 している。 

職 場 巡 視 等 により早 急 に改 善 が必 要 な

場 合 は、既 定 予 算 の範 囲 で対 応 している。 

 

⑵ 年 次 休 暇 については、計 画 表 の活 用 によ

る年 5 日 以 上 の年 次 休 暇 の使 用 の配 慮 に

ついて通 知 を行 っており、また、記 念 日 又

は行 事 に合 わせた休 暇 の使 用 を推 奨 する

など、環 境 整 備 に努 めている。 

夏 季 休 暇 については、取 得 しやすい環 境

整 備 に努 めるよう、毎 年 、所 属 長 に通 知 を

している。 
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要 求 事 項 回   答 

⑶ 職 場 のメンタルヘルス対 策 を充 実 させ

るとともに、職 場 復 帰 については職 場 全

体 で取 り組 む体 制 とし、病 休 者 や職 場 へ

の支 援 を充 実 させること。 

 

 

 

 

⑷ パワハラ、セクハラ、カスハラなどのハラ

スメント対 策 を充 実 させ、防 止 に努 める

こと。また、行 為 者 については厳 格 に対

応 を行 うことができるよう、制 度 制 定 を

行 うこと。 

⑶ メンタルヘルス対 策 については、研 修 やス

トレスチェック等 により予 防 と早 期 対 応 を

図 っている。また、職 場 復 帰 については、

要 綱 に基 づき、所 属 と連 携 した体 制 で支

援 を進 めるとともに、産 業 精 神 相 談 医 や

カウンセラー等 、専 門 家 による相 談 を実 施

し、きめ細 かな支 援 を行 っている。 

 

⑷ ハラスメント防 止 対 策 は継 続 して取 り組

むことが重 要 だと認 識 している。引 き続 き

全 職 員 を対 象 とした研 修 を実 施 するとと

もに、相 談 窓 口 の周 知 及 び防 止 対 策 を行

っていくほか、不 当 な要 求 に発 展 するおそ

れのある事 案 については、行 政 対 象 暴 力

担 当 室 の職 員 が助 言 等 を行 っていく。ま

た、ハラスメント事 案 が発 生 した場 合 には

迅 速 かつ適 切 に対 応 していく。 

なお、職 員 のハラスメント行 為 について

は職 員 服 務 規 程 で明 確 に禁 止 し、行 為 者

への対 応 については職 員 の懲 戒 処 分 の指

針 で定 めている。 

9． 職 員 の働 き方 について 

⑴ 新 庁 舎 のワンストップ窓 口 など、新 庁 舎

の運 用 については引 き続 き検 証 を行 い、

現 場 の意 見 を取 り入 れ改 善 を続 けるこ

と。 

 

⑵  働 き方 改 革 の観 点 から、テレワーク勤

務 体 制 のさらなる充 実 や、時 差 出 勤 制 度

の確 立 を行 うなど、職 員 が柔 軟 に職 務 を

行 うことができるよう勤 務 体 系 の整 備 ・

拡 充 を行 うこと。 

 

⑶ 職 員 アンケートを行 い、売 店 ・ 自 動 販 売

機 の販 売 商 品 のさ ら な る 充 実 を 行 うこ

と。 

⑷ テレワーク勤 務 の際 の光 熱 費 や、時 間

外 での緊 急 事 態 の電 話 代 等 について、手

当 を支 給 すること。 

 

⑸ 人 事 院 勧 告 の「 公 務 員 人 事 管 理 に関 す

る報 告 」 に基 づき、メンタルヘルスに関 す

る職 員 研 修 などの導 入 や、不 妊 治 療 のた

めの休 暇 の導 入 など、対 応 を行 うこと。 

 

 

 

 

 

⑹ ロゴチャットについて、時 間 外 での利 用

方 法 などについて見 直 しを図 ること。 

９ ．  

⑴ 第 １ 庁 舎 におけるワンストップ窓 口 の運

用 については、適 時 、課 題 の抽 出 を行 い、

改 善 に努 めていく。 

 

 

⑵ テレワークや時 差 出 勤 については、働 き

方 改 革 を進 める取 り組 みの一 つと考 えて

おり、制 度 の整 備 に努 めている。 

 

 

 

⑶ 販 売 商 品 の選 定 については、職 員 の要 望

が売 上 げに 影 響 すること から、販 売 事 業

者 と充 実 に向 け方 策 を協 議 していく。 

⑷ 手 当 の支 給 は困 難 である。 

 

 

 

⑸ 人 事 院 による「 公 務 員 人 事 管 理 に関 する

報 告 」 を踏 まえ、メンタルヘルス対 策 につ

いては、研 修 やストレスチェック等 により予

防 と早 期 対 応 を図 っている。 

また、不 妊 治 療 のための休 暇 の導 入 や

育 児 休 業 の取 得 回 数 の制 限 緩 和 、男 性 の

育 児 参 加 休 暇 の対 象 期 間 の拡 大 等 の対

応 を行 っている。 

 

⑹ Ｌ ｏ Ｇ ｏ チャットの運 用 について適 切 な利

用 となるよう周 知 している。 
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要 求 事 項 回   答 

 

⑺ 第 二 庁 舎 に、職 員 数 に対 し適 正 な休 憩

スペースを確 保 すること。 

 

 

⑻  課 の 執 務 室 が 分 散 さ れ て い る 場 合 に

は、特 定 のグループに負 担 が偏 らないよ

う、適 宜 執 務 環 境 のチェックを行 うこと。 

 

 

 

 

⑼  第 一 庁 舎 のレイア ウトの見 直 し を 行 う

際 、執 務 室 を市 民 対 応 エリアと分 けるよ

う設 計 すること。 

 

 

⑺ 第 ２ 庁 舎 の休 憩 場 所 については、限 られ

たス ペースの中 で可 能 な限 り確 保 して い

る。 

 

⑻ 第 １ 庁 舎 においては、レイアウトの見 直 し

を行 う際 に、各 職 場 の状 況 に応 じて対 応

していく。 

その他 の庁 舎 においても、課 の執 務 室 が

分 散 されている場 合 には、各 職 場 の状 況

に応 じて適 切 に対 応 していく。 

 

⑼ 第 １ 庁 舎 のレイアウトの見 直 しを行 う際

は、執 務 スペースと市 民 対 応 エリアの切 り

分 けについて検 討 していく。 

10． 人 事 評 価 制 度 について 

⑴ 担 当 課 長 は責 任 をもって評 価 をし、被

評 価 者 が納 得 できるよう丁 寧 に説 明 を

行 うこと。 

 

 

 

 

⑵  現 行 の人 事 評 価 制 度 の問 題 点 を明 ら

かにし、見 直 しをすること。 

 

 

⑶ 人 事 評 価 について、全 職 員 に対 して研

修 を実 施 すること。 

 

 

 

 

 

 

⑷ 社 会 人 経 験 者 採 用 時 の職 務 の級 及 び

号 給 の基 準 について、資 格 を要 する専 門

職 の経 験 年 数 の換 算 方 法 を、職 種 間 で

差 が出 ないよう見 直 すこと。 

 

10．  

⑴ 人 事 評 価 は、主 幹 級 の職 員 が評 価 を行

った後 、課 長 職 である調 整 者 による調 整 、

部 長 職 である確 認 者 による確 認 を経 て決

定 される。また、評 価 者 と調 整 者 による結

果 開 示 とフィードバックの実 施 を義 務 付 け

ている。 

 

⑵ 人 事 評 価 制 度 については、必 要 に応 じて

検 証 を行 いながら、納 得 性 、公 平 性 及 び

客 観 性 を確 保 できるよう運 用 している。 

 

⑶  人 事 評 価 制 度 の研 修 については、管 理

職 を対 象 として引 き続 き研 修 を行 い、評

価 能 力 向 上 を図 っていく。   

また、職 位 ごとの評 価 項 目 、着 眼 点 を含

む人 事 評 価 に関 する全 ての資 料 をライブラ

リに掲 載 することにより、全 職 員 に対 する

周 知 を行 っている。 

 

⑷ 資 格 を要 する専 門 職 の経 験 年 数 の換 算

方 法 については、国 の基 準 等 を踏 まえ て

運 用 している。 

１ １ ． 公 用 車 について 

職 員 の公 用 車 運 転 の実 情 について把 握

し、不 公 平 感 が生 じないよう措 置 を講 ずる

こと。 

１ １ ．  

公 用 車 の 使 用 頻 度 が 多 い 所 属 に つ い て

は、所 属 からのヒアリング結 果 や走 行 回 数 な

どのデータを踏 まえて、運 転 負 担 が過 度 に偏

らない職 員 配 置 に努 めていく。 
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要 求 事 項 回   答 

1２ .現 業 職 について 

⑴ 市 民 サービスを提 供 するため、現 業 職

員 の技 術 の継 承 ができるよう定 年 延 長

を踏 まえた勤 務 労 働 条 件 及 び人 員 の定

数 化 について協 議 し、職 場 の活 性 化 を図

ること。また、必 要 な職 場 には新 規 採 用

を行 うこと。 

 

⑵ 現 在 、第 二 グループに位 置 付 けられて

い る 職 場 に つ い て 、 定 年 引 き 上 げ に 伴

い、再 度 検 証 を行 い直 営 として必 要 な職

場 については、第 一 グループとして位 置

付 けること。 

 

⑶  現 業 職 員 の労 働 条 件 の変 更 について

は、事 前 協 議 制 を尊 守 し、労 使 合 意 が前

提 であることを踏 まえ、協 議 ・ 交 渉 を行 う

とともに、労 使 合 意 された事 項 に関 して

は、協 約 を締 結 すること。 

 

⑷ 災 害 時 に現 業 職 員 を活 用 すること。併

せて、適 切 な対 応 が取 れる体 制 を構 築 す

ること。 

 

⑸ 定 年 引 き上 げに伴 い、加 齢 による身 体

機 能 の低 下 に よ り 業 務 に 支 障 を き た す

恐 れがあることから、労 働 安 全 衛 生 法 第

６ ２ 条 の中 高 年 齢 者 の配 慮 を踏 まえ、誰

もが安 全 で安 心 して働 けられる職 場 環 境

を整 備 すること。 

 

１ ２ ．  

⑴ 職 員 の勤 務 労 働 条 件 の変 更 に伴 う事 項

については、労 使 交 渉 を行 っていく。また、

組 合 との確 認 事 項 を踏 まえ、第 １ グループ

の必 要 な職 種 について採 用 を行 う等 、不

足 が見 込 まれる職 場 に配 置 する。 

 

 

⑵ 第 ２ グループに位 置 付 けられている職 場

については、組 合 との確 認 事 項 を踏 まえ、

今 後 も安 定 的 な運 用 ができるよう関 係 部

署 と十 分 協 議 していく。 

 

 

⑶ 職 員 の勤 務 労 働 条 件 の変 更 に伴 う事 項

については労 使 交 渉 を行 っていく。また、

合 意 事 項 については、必 要 に応 じて確 認

書 を取 り交 わしていく。 

 

 

⑷  現 業 職 についても災 害 対 応 職 員 として

位 置 付 けており、各 自 定 められた役 割 での

災 害 対 応 を行 うこととなっている。 

 

⑸ 加 齢 による身 体 機 能 の低 下 については、

個 人 差 があるため、自 己 申 告 書 の内 容 を

踏 まえた職 員 配 置 を行 うように努 めてい

く。 

※要 求 事 項 のうち、行 政 の企 画 立 案 及 び執 行 に関 する事 項 、職 員 定 数 及 びその配 置 に関 する

事 項 、予 算 の編 成 に関 する事 項 、具 体 的 な任 命 権 に関 する事 項 並 びに人 事 評 価 制 度 の企

画 立 案 及 び実 施 に関 する事 項 は管 理 運 営 事 項 であります。 


